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令和３年は、例年より２０日以上も早く梅雨入りしました。梅雨明けが待たれますが、梅雨末期の大
雨による災害が、ここ数年毎年のように発生しておりますので、日頃から一人一人の防災意識を高め

ておくことが大切です。最新の気象情報や市からの情報などに十分留意して、早めの避難を心がけて
いただきたいと思います。 
今回の市政報告は、６月１日に招集されました令和３年第３回恵那市議会定例会で、専決処分４件と

報告１件、条例関係４件、補正予算関係２件（うち追加議案１件）、その他４件が上程され、すべて可決さ

れました。その概要を報告させていただきます。 

 

 令和３年第３回恵那市議会・定例会  

６月１日～６月３０日開催 

専決処分（承認） ４件 

○恵那市税条例等の一部改正 
地方税法等の一部改正に伴う改正 

○恵那市都市計画税条例の一部改正 
地方税法等の一部改正に伴う改正 

○令和２年度恵那市一般会計補正予算 
繰越明許費の補正 
小中学校トイレ洋式化事業   60,480 千円(増額) 

○令和３年度恵那市一般会計補正予算 
新型コロナウイルス関係事業の補正 
子育て世帯生活支援特別給付金事業 

  27,302 千円(増額) 
「新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中、
低所得の子育て世帯に対する支援として、児童１人当た
り 50,000 円の給付金を支給するもの」 

 
「専決処分（せんけつしょぶん）」…地方自治法第 179 条 

本来は議会が議決しなければならない事件を時間
的に議会の招集を待てない緊急な場合などに行政運
営の遅れや滞りを防ぐため、例外的に市長が議会の議
決の代わりに意思決定することです。 

 

報告 １件 

○令和２年度恵那市一般会計繰越明許費繰越計算書 
令和３年度に前年度から繰越し使用する事業の経費 
事業数 ６０件、繰越額 16 億 1,553 万 9 千円 
(特定財源 1,343,756 千円、一般財源 271,783 千円) 

 

条例関係 一部改正６件 

○恵那市国民健康保険条例の一部改正 
新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が減少し
た被保険者等を対象とした保険料減免に係る対象期間
を改めるため、条例を改めるもの 

○恵那市税条例等の一部改正 
地方税法等の一部改正に伴い、条例を改めるもの 
「セルフメディケーション税制(医療費控除)の期間延長
などで、控除は薬局等で処方せん無しに購入できる医
薬品(スイッチОＴＣ医薬品)購入費用が対象」 

○恵那市病院事業の設置等に関する条例の一部改正 
健康保険法等の一部改正に伴い、市立恵那病院の利用料
金に多焦点眼内レンズの費用を追加するため、条例を改
めるもの 

 

○恵那市介護保険条例一部改正 
新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が減少し
た被保険者等を対象とした保険料減免に係る対象期間
を改めるため、条例を改めるもの 

○恵那市太陽光発電施設整備に関する条例の一部改正 

 小規模な設備設置を条例の対象に加えるとともに、地域
住民等が設置事業者に対して、協定の締結を求めること
ができるようにするため、条例を改めるもの 

    条例では設置事業者等への規制に限界 
があるため、国への意見書提出も決まり 
ました。 

○恵那市ふれあいエコプラザ条例の一部改正 
 年中無休で２４時間対応の屋外回収施設の設置に伴い、
当該施設の休館日を定めるとともに、屋内施設の休館日
を日曜日と月曜日に変更するため、条例を改めるもの 

 

その他 ４件 

○変更契約の締結 

三郷小学校大規模改修工事(建築)の契約 
(工事概要)校舎改修工事…屋上の防水、玄関扉、外壁、

床、壁、ロッカー、黒板等の改修 
「工期が令和５年３月までで、仮設校舎は作らず学習に
支障ないよう進められる」 
契約金額：１億９,０８５万円 
契約の相手方：大井建設株式会社恵那支店(長島町) 

○財産の無償譲渡 
笠置山にある望郷の森(中野方町)を中野方自治振興会
(認可地縁団体)に無償譲渡 

○財産の取得 
災害対応特殊水槽付消防ポンプ自動車の購入 

「新車両は圧縮空気泡消火装置など消火活動の効率性向
上が図られる。旧車両は売却予定」 
契約金額：５,４８９万円 
契約の相手方：株式会社ウスイ消防(岐阜市)  

○市道路線の認定 
折坂北山線(起点・武並町竹折～恵那西工業団地～終点・
三郷町野井) 

 

補正予算関係 ２件 

○令和３年度恵那市一般会計補正予算（第２号） 
（補正予算の概要） 
新型コロナウイルス関係事業    59，262千円(増額) 
緊急対応を要する事業      274，282千円(増額) 
国庫・県支出金等活用事業    408，247 千円(増額) 
『アウトドアレジャーの推進(施設の魅力アップや連携
を推進)、議場のバリアフリー化(内装は県産材使用)、
恵那南地区中学校の交流(オンライン以外に直接出会
っての交流活動も実施)、低所得の子育て世帯への給
付金などが計上された』 

 



◎国庫・県支出金等活用事業には、宝くじ助成金による上
矢作地域自治区推進協議会のコミュニティ活動備品(テ
ントなど)購入補助も計上されています。 

 
過疎対策事業債同様に有効な財源である「合併特例債」
の起債可能額は 269 億 2,220 万円で、令和２年までの
活用実績が 245億 9,760万円（残高 23億 2,460万円）。 

 

○令和３年度恵那市一般会計補正予算（第３号）追加議案 
（補正予算の概要） 
新型コロナウイルスワクチン接種事業 

(接種を早期に進める事業)    99,891 千円(増額) 
観光ＰＲ事業 

(観光関連事業者支援事業)    53,500千円(増額) 
生活困窮者自立支援事業 

(国のセイフティネット事業)    7,740 千円(増額) 
小中学校教育振興事業 

(修学旅行等支援事業)          2,517 千円(増額) 
５月豪雨災害復旧関連事業 

(被災した道路等の復旧事業)   77,960 千円(増額) 
『新型コロナウイルスワクチン接種を早期に進め、接種
後の観光誘客を図り、観光関連事業者を支援。また、
新型コロナウイルス感染症拡大の影響による生活困
窮世帯への支援金や小中学校の修学旅行などのキャ
ンセル料の支援、５月豪雨災害の復旧費が計上された』 

 

議会上程 1件 

○恵那市議会会議規則の一部改正 

多様な住民が、議員として活動するにあたっての制約要
因解消に資するため、欠席自由の明文化をすることや押
印の見直しに伴う請願書の提出手続きを改めるなど、議
会の活性化と効率化を図るため、規則を改めるもの 

 
※詳細は、後日恵那市議会から発行される「議会だより」で
ご確認ください 

 

 一 般 質 問 …「持続可能な社会の実現に向けて」 

『今回は、持続可能な社会に向けて「過疎対策」と
「新型コロナウイルス感染症」の２標題について、 
 質問させていただきました』 

○過疎計画について 
過疎対策については、「過疎地域の持続発展支援
に関する特別措置法」が、令和３年３月２６日に
成立し、これまで四次にわたる法律に基づきイン
フラ施設整備等が講じられてきたが、今なお人口
減少や少子高齢化は著しい状況にあり、依然とし 

て地域公共交通網の維持、医療と介護の確保、集落の維持
と活性化などが課題となっている。 
今回の新たな過疎法は、１０年間延長し令和１２年度ま

でとなっており、今後これに合わせて恵那市でも過疎地域
持続的発展支援計画が策定され、総合的かつ計画的な対策
を実施するために必要な特別措置を講ずる予定となって
いる。 
この新計画は、新型コロナウイルス感染症への対応によ

る財源不足が懸念される中ではあるが、過疎地域がそれぞ
れの有する地域資源を最大限活用して地域の持久力を高
め、住民が誇りと愛着を持つことのできる活力に満ちた地
域社会を実現するために重要であるため、今後の市の取組
みについて質問した。 
 
「過疎対策事業債」 
法律により過疎地域とされた市町村が、 

市町村計画に基づいて行う事業の財源として 
特別に発行が認められた地方債で、対象事業費 
への充当率は１００％であり、その元利償還金の７０％は
普通交付税の基準財政需要額に算入されることとなって
いるとても有利な財源である。 

 問  過疎計画の実績と成果は？ 

答［まちづくり企画部次長］ 

過疎地域に指定の上矢作町と串原地域で、道の駅や
病院医療機器、特別養護老人ホーム、温泉、市道と林
道、消防設備等の整備や空き家対策等のソフト事業に
「過疎対策事業債」を活用。医療と福祉体制の維持や
充実に寄与してきたが、当該地域では人口減少、高齢
化により集落の維持や地域の担い手確保がさらに難し
くなっている。 

 問  新過疎法での指定要件は？ 

答［まちづくり企画部次長] 

今回の過疎地域の対象は、人口減少率と高齢者比
率、財政力指数の要件により該当し、上矢作町と串原
に加え、山岡町と明智町が新たに指定された。 

 問  新過疎計画策定方針等は？ 

答［まちづくり企画部次長］ 

恵那市過疎地域持続的発展計画は、県の方針に基づき
策定し、市総合計画の基本方針を軸に、地域の持続的・
自立的な発展を促し地域維持発展のための事業を盛り
込んでいく予定で、事業実施には財政上の特別措置が受
けられる「過疎対策事業債」が活用できる。 
過去５年間平均では年２億４千万円程度活用。今後も

緊急性や重要度の高い事業など有利な財源確保の観点
から、令和３年度予算でも補正予算で対応予定である。 
中長期の財政計画では、今後合併特例債の終了等によ

る財源の減少が見込まれており、過疎対策事業債の有効
活用は市全体の振興と負担軽減に大きく役立つと考え
ている。 

 
『過疎対策事業債での特定財源の有効活用に 
より一般財源を確保し、市内の過疎地域の 
持続的発展を図るための事業推進をお願い 
しました』 

 

○新型コロナウイルス感染症対策について 
新型コロナウイルス感染症の感染拡大は「第４波」の影

響を受けて、恵那市でも感染者が多数でており、「まん延
防止等措置区域」の対象となり、６月２０日まで飲食店な
どに時短要請などの対策を行い、また、昨年に引き続き恵
那納涼水上花火大会やみのじのみのり祭りの中止が決定
となるなど、市内事業者には大きな影響がでている中で、
ワクチン接種は１日も早く進めていく必要があり、事業者
への支援策とワクチン接種について質問した。 

 問  市内事業者への支援策は？ 

答［商工観光部長］ 
事業者支援として、切れ目なく支援する「カッと

く！応援チケット」の追加、県感染防止協力金対象外
の小規模事業者への一時金支給、日帰り入浴施設割引
キャンペーン再開を実施。今後は、プレミアム付き商
品券事業を総額７億８千万円分の６万シートを予定し
ている。 

 問  ワクチン接種の状況は？ 

答［医療福祉部長］ 
ワクチン接種は、日々情勢が変化するなか全庁体制で

進め、優先接種の医療従事者等は接種が進み、一般市民
は８月上旬からの接種予定で準備している。 
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〒509-7513 恵那市上矢作町小田子 718-1-1-2 
TEL/FAX 0573-48-3513 
Ｅ-mail:hogase.atsushi.@gmail.com 


